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　　　　　　　　　　　　　2026年度　看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画

項　目 現状 目標 具体的な取り組みと今後の予定 実施状況及び評価 次年度の課題と目標

看護職
員と

他職種と
の分業

薬
剤
部

・定期処方のお願い（月１回）と
臨時処方を定期処方に変更依
頼（週１回）アナウンスが途切れ
ると定期処方であるべきオー
ダーが臨時処方になり病棟で
のカートへのセットする作業が
増加した。

定期処方であるべき
オーダーが臨時処方に
ならない仕組みを構築
する

・継続した定期処方の依頼（月１回）
・臨時処方を定期処方に変更の依
頼（週１回）それぞれアナウンスを行
う。
状況に応じては薬事委員会等で全
体的なアナウンスを行う。
・システム管理者にシステムの制御
はできないか依頼をかける。

栄
養
科

・今までペースト職を手作りに
て提供しており、調理員の作業
負担と並行し、固さ・とろみ・付
着性等にバラつきが生じた。２０
２５年１２月よりペースト職の一
本化及び既製品（規格品）の使
用開始した。

・電子カルテによる有効な情報
共有・活用による諸業務の効率

・ペースト食のとろみ・
付着等について各部署
が共通認識を持つこと
により、統一の評価が
可能になる。

・データ共有・活用のメ
リットを各部署が十分
理解し、有効に活用で
きる。

・栄養委員会、NST委員会、カン
ファレンス等で、目標達成すること
のメリットを明確にする。

・目標を説明し周知を図る。

リ
ハ
ビ
リ

担当制とチーム制を合わせた
ミックス制を行っており、目標
共有と切れ目のないリハビリ診
療を行っている。神経難病や福
祉用具などプロジェクトチーム
を組織し、様々な患者ニーズに
応えられる体制作りに努めてい
る。病棟看護師から質問や要
望にも迅速に対応するよう
日々情報共有を行っている。

リハビリ目標と看護目
標のすり合わせと情報
共有を密に行い、患者
様に必要な退院・療養
生活の支援を行うこと
が出来る。

重介護とならないように、病棟での
ADL状況に合わせた移乗方法や
福祉用具の選定、ポジショニングな
ど相談が出来る体制作りを行う。ま
た、吸引の実地研修を継続し、看護
師の負担軽減に努める。

事
務
部

各担当者が１０日毎に、病棟師
長と連携して看護記録の未実
施や実施入力漏れの有無を確
認している。

未実施、実施入力忘れ
によるコスト漏れをなく
す

・電カル内の条件抽出アプリやSSI
データ検索を定期的に使用し、コス
トなどカルテとの整合性確認・管理
を行う。

検
査

特殊採血管の搬送
異常値を直接主治医へ報告
耐性菌保菌者情報の提供
感染レポートの作成

医師及び看護師の業務
が円滑に行える

看護師との連携

特殊採血管は病棟へ前日の17時
までに搬送する
電子カルテのエントランスに細菌培
養(耐性菌保菌者）情報を掲載す
る。

レ
ン
ト
ゲ
ン

ポータブル撮影は技師2名で
行えている。医療機器の管理も
技師が行っており看護師の負
担軽減につながっている。

レントゲン技師との連携
協力ができる

ポータブル撮影時は技師2名で対
応して、看護師の負担軽減につな
がっている。医療機器の故障に対し
ても修理手配を迅速に行い業務が
円滑に進むように努めていいく。

連
携
室

入退院状況や困難事例等の情
報共有を行い各病棟、多職種
で連携を図りながらスムーズな
入退院支援を行うよう務めて
いる。

・適切な施設基準の維
持、計画的な入退院調
整の促進
・的確なカンファレンス
調整や院内外各担当者
と円滑な情報共有を図
る

・入院依頼状況を鑑みて、入退院調
整のスピード感を各担当者が的確
に把握したうえで調整を行う。
・各病棟間の施設基準や患者動向
の情報を共有し円滑なベッドコント
ロールを行う

看護部で
事務作業
補助者
配置

医師事務の採用で、文書の電子カ
ルテ内への取り込み(スキャン業務）
を依頼できるようになった。

医師事務の業務拡大
（代行入力や診断書作
成）を検討する

・医師事務と看護クラークの業務を
整理する。
・医師事務が診断書や医師意見書
などの書類の作成を行い、主治医
が確認し承認を行うシステムを構
築

看護補助
者の増員

看護補助者の募集は随時行ってい
るが、地域性もあり人材の確保が困
難である。

雇用の維持 様々な雇用形態の受け入れ等で雇
用を維持
技能実習生の受け入れと障害者雇
用の促進を行う

妊娠・子育
て中の看護
職員に対す
る配慮

妊娠中の業務内容は体調に合わせ
て検討している。育児休暇後の復帰
に際して、時短勤務や夜勤免除等
の選択肢がある。

制度の活用し仕事と育
児が両立ができる

申し出のあった職員に対し夜勤減
免や夜勤開始期間の変更の考慮
ワークライフバランスを考慮した働
き方の選択ができる

多様な勤務
形態の導入

夜勤専従（派遣職員）やパートタイ
マーの採用が積極的に行われてい
る。

人材の確保 夜勤専従に加えて、日勤派遣など
も検討
日勤常勤や再雇用制度の見直しを
法人に提言する

夜勤負担の
軽減

深夜勤務の翌日は、ほぼ休みに
なっている。医療療養病棟は夜勤体
制の変更に伴い業務の見直しを
行った。

人材の確保 2交代勤務で
①連続勤務5日まで
②夜勤明け翌日の休みの確保
③連休の確保
同一施設基準の病棟の管理・監督
職が共同で業務改善を行う
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人材確保のための業務改善
等を今後も継続していく。

多様な勤務
形態の導入

夜勤専従（派遣職員）やパートタイ
マーの採用が積極的に行われてい
る。

人材の確保 夜勤専従に加えて、日勤派遣など
も検討
日勤常勤や再雇用制度の見直しを
法人に提言する

夜勤専従の採用も積極的に
行われ、ライフスタイルに合っ
た働き方が選べる。

人材確保に向けた取り組みの
継続

夜勤負担の
軽減

深夜勤務の翌日は、ほぼ休みに
なっている。医療療養病棟は夜勤
体制の変更に伴い業務の見直しを
行った。

人材の確保 2交代勤務で
①連続勤務5日まで
②夜勤明け翌日の休みの確保
③連休の確保
同一施設基準の病棟の管理・監督
職が共同で業務改善を行う

夜勤明け翌日の休みの確保
は、ほぼ１００％確保できてい
る。

ワークライフバランスに合わせ
た働き方の選択ができる。

看護補助者
の増員

看護補助者の募集は随時行ってい
るが、地域性もあり人材の確保が
困難である。

雇用の維持 様々な雇用形態の受け入れ等で雇
用を維持
技能実習生の受け入れと障害者雇
用の促進を行う

看護補助者の募集は随時
行っているが、地域性もあり
人材の確保困難さがある。

雇用維持の継続

妊娠・子育
て中の看護
職員に対す
る配慮

妊娠中の業務内容は体調に合わせ
て検討している。育児休暇後の復
帰に際して、時短勤務や夜勤免除
等の選択肢がある。

制度の活用し仕事と育
児が両立ができる

申し出のあった職員に対し夜勤減
免や夜勤開始期間の変更の考慮
ワークライフバランスを考慮した働
き方の選択ができる

妊娠後だけではなく、育児休
暇後の復帰に関しても、時短
勤務や夜勤免除等の配慮さ
れており、状況に合わせて選
択できるよう配慮されている。

看護部で
事務作業
補助者
配置

医師事務の採用で、文書の電子カ
ルテ内への取り込み(スキャン業務）
を依頼できるようになった。

医師事務の業務拡大
（代行入力や診断書作
成）を検討する

・医師事務と看護クラークの業務を
整理する。
・医師事務が診断書や医師意見書
などの書類の作成を行い、主治医
が確認し承認を行うシステムを構
築

医師事務の採用で、書類の取
り込み(スキャン業務など）を
依頼でき、事務的な部分の
フォロー体制ができてきてい
るようになった。

今後、医師事務の採用等で、
業務見直しと業務拡大にて医
師及び看護師の業務負担軽
減につなげる。

連
携
室

入院の依頼件数も増加してい
るが、各病棟と空床状況や退
院予定などを共有し入退院が
スムーズに行えている。

受診などで他院への患
者搬送時の負担軽減
（事前情報の確認）

入退院等の支援が円滑
に行える

・支援状況の確認
家族やケアマネとの連携と報告
・病院全体の空床や退院支援の進
捗状況を共有し、ベッドコントロー
ルを円滑に行う。

毎朝の入院検討会にて病棟
管理者も参加し入退院の状
況、空室の有無等情報共有を
的確に行い円滑な入退院支
援を行えている。各病棟間で
現状も把握しやすく、一病棟
に負担がかからないよう情報
共有できている。

密な情報共有で、入退院支援
が促進できるが病棟数も多く
退院日の重複など入退院数
の過密化が散見される。満遍
なく計画的な入退院の促進を
すすめたい。

患者様の状態によっては、看
護師の介入も必要である。お
互いに連携して患者様の安
心・安全に努める。

検
査

電子カルテ導入で手順が変更
になった事も一因だが、現時点
では看護職員の負担が増えた
印象である。

医師及び看護師の業務
が円滑に行える

看護師との連携

特殊検査用のスピッツは、検査室
からメッセンジャーへ搬送の依頼を
する。
特殊検査が至急で指示された場合
の対応は検査室が対応する。

病棟で必要な検査ラベルがプ
リントでき、スピッツ準備のた
め検査室への往復や問い合
わせ等が軽減。特殊採血用ス
ピッツは病棟へ搬送してい
る。

細菌培養の結果を迅速に閲
覧できるようにしていく。

レ
ン
ト
ゲ
ン

ポータブル撮影は技師2名で
行えており、看護師の負担軽減
につながっている。患者様の状
態によっては看護師の介入も
必要な場合がある。

レントゲン技師との連携
協力ができる

ポータブル撮影時は技師2名で病
棟へ来ることで、患者の様の安全・
安楽に配慮でき、さらに看護師の負
担軽減につながる

通常、ポータブル撮影は技師
２名で実施できている。ただし
患者様の状態（呼吸器装着な
ど）によっては看護師の介入
が必要である。

・１Fの栄養科へ下膳車を下し
た者が専用エレベータで病棟
へ戻ることを禁止した。別のエ
レベータもしくは、階段を使用
とした。エレベータの渋滞が解
消され時間削減、ロスタイム
が減少した。
・電カルの導入にて、病棟毎
の経管栄養の種類・量の把握
でき、データ検索が安易とな
り作業も効率化された。

・電カル導入による大きなメ
リットとして、他部署との情報
共有（食種情報・体重・摂取
量・褥瘡計画・NST等）活用
があるが、上手く活用できて
いな現状がある。各部署が目
的意識を持ってタイムリーな
入力・活用に務める事を目標
とする。

事
務
部

電子カルテ導入により、各病棟
担当者が１０日毎に未実施や実
施入力漏れがないか病棟師長
と連携し確認している。

未実施、実施入力忘れ
によるコスト漏れをなく
す

・院内への訪問者のマスク着用の
お願いや健康チェック
・コストなどカルテの整合性確認・管
理

・コスト検索アプリなどを駆使
し、事務・看護部と共に負担軽
減になるように模索中である
が、現時点では、未実施、実
施入力忘れがある。

・未実施、実施入力忘れによ
るコスト漏れをなくす

・継続した定期処方の依頼
（月１回）
・臨時処方を定期処方に変更
することの依頼（週１回）持続
的なアナウンスを行う。

リ
ハ
ビ
リ

担当制とチーム制を合わせた
ミックス制を行っており、切れ
目のないリハビリが提供できて
いる。STの摂食訓練や車いす
乗車、ベッドサイドの環境調整
など病棟看護師と連携を取りな
がら実施できている。

リハの進捗状況が共有
され切れ目のないリハ
が実施できる

看護師との連携

・看護部教育委員より、セラピストに
対し喀痰吸引の実施研修にてスキ
アップのための支援を行う。
・病棟でのADLの合わせたトランス
ファや体位変換の指導・相談できる
・STが摂食嚥下訓練を病棟で行う
ことで看護師の負担軽減につなが
る

セラピストの喀痰吸引は継続
しており、セラピストが喀痰吸
引を行うことで、看護師の業
務負担の軽減に寄与してい
る。患者様のトランスファーや
ポジショニングも病棟チーム
制を活用し、日々情報共有を
行いながら協力して患者様に
適切なケアを提供できるよう
努力している。

摂食嚥下の領域では看護師、
歯科衛生士、栄養士と共に
STも評価や訓練を通じて安
全な食事の提供に努めてい
る。病棟転棟時や食事形態の
変更を行う際に、情報の共有
や変更内容についての協議
が不十分な場面もあったた
め、ST担当者間での引継ぎ
方法や内容についても再考し
明確にしていきたい。

・定期処方入力のお願い（月１
回）を臨時処方を定期処方に
変更の依頼（週１回）とアナウ
ンスで定期処方オーダー締め
切り日のトラブルが一時減少
したがアナウンスをやめるとト
ラブルが再発した。

看護職
員と

他職種と
の分業

薬
剤
部

昨年１０月の電子カルテ導入に
よりオーダーリングがスムーズ
になると思われたが、定期薬が
期日までに処方されず、一時的
に臨時処方が増加した。

電子カルテ導入でオー
ダーリングが適切に機
能するような仕組みを
作る

・医師事務が、定期処方が出ている
かを確認し、薬剤師へ報告。薬剤師
から担当医へアナウンスを行い、定
期が期日までに処方されるようにす
る。

栄
養
科

配膳や下膳時間はエレベー
ターを専用として使用すること
で、配膳作業がスムーズに行わ
れ、患者提供時間も早くなっ
た。

患者の状態に合わせた
食事の提供（開始・変
更指示）が円滑に実施
される

・配膳車（温冷）と下膳車のエレ
ベーター使用時間を決めた

・電子カルテ導入にて
経管栄養の伝票上の仕分けが可能
となり転記が不必要となる
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